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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　気団の激しい動き、天候急変、火災災害、地震、毒ガスまたは放射性気団を含む環境影
響による危険に関連して車両乗員の安全を高めるために実施されるべき安全措置を選択す
る方法であって、
　受信された車両の位置データおよび受信された警報通知データに基づいて、車両内で、
車両乗員に対する危険の関連性を推測する（１０２）、方法において、
　前記警報通知データは、危険が存在する領域に関する位置データと、危険の種類が大別
されているクラス分けデータとを含み、
　前記警報通知データと前記車両の位置データとに基づいて前記危険の関連性を推測し、
　前記警報通知データの前記クラス分けデータに基づいて危険の種類を推測し、
　前記車両の位置データおよび前記警報通知データに対して付加的に、車両の少なくとも
１つのセンサユニットによってセンサデータが供給され、当該センサデータを前記危険の
種類に依存して使用し、前記センサデータは、周辺空気の含有ガス測定データ、圧力測定
データ、温度測定データ、加速度測定データおよび画像識別データのうちの少なくとも一
つを含み、当該センサデータに基づいて前記危険の関連性をより正確に推測し、
　車両内のアクチュエータの駆動制御（１０４）による窓の閉鎖、屋根の閉鎖、空調装置
の内部空気循環への切換、ロールオーバ保護部の起動、ドアロック機構の解除及び自動ヘ
ッドギアの作動のうちの少なくとも一つの措置を予定している前記安全措置を前記危険の
種類に依存して、記憶ユニット（５２０）によって供給される選択データから選択し、
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　前記危険の関連性に依存して、前記安全措置を実施するか否かを判断して当該判断結果
に従って前記安全措置を実施する（１１１、１１２）、
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　気団の激しい動き、天候急変、火災災害、地震、毒ガスまたは放射性気団を含む環境影
響による危険に関連して車両乗員の安全を高めるために実施されるべき安全措置を選択す
る制御装置（５００）であって、
　・危険が存在する領域に関する位置データと、危険の種類が大別されているクラス分け
データとを含む警報通知データを受信するための第１のインタフェース（５０１）と、
　・車両の位置データを受信するための第２のインタフェース（５０２）と、
　・前記車両の位置データと前記警報通知データに基づいて、車両乗員に対する危険の関
連性を推測する計算ユニット（５１０）とを有している制御装置において、
　前記制御装置は、
　・車両内のアクチュエータの駆動制御により前記安全措置を実施するために前記計算ユ
ニット（５１０）に接続された第３のインタフェース（５０３）と、
　・車両内の少なくとも１つのセンサユニットとの接続のための第４のインタフェース（
５０４）と、
　・窓の閉鎖、屋根の閉鎖、空調装置の内部空気循環への切換、ロールオーバ保護部の起
動、ドアロック機構の解除及び自動ヘッドギアの作動のうちの少なくとも一つの措置を予
定している前記安全措置の選択データを格納した記憶ユニット（５２０）と、
を有し、
　前記計算ユニット（５１０）は、
　前記警報通知データと前記車両の位置データとに基づいて前記危険の関連性を推測し、
　前記警報通知データの前記クラス分けデータに基づいて危険の種類を推測し、
　前記車両の位置データおよび前記警報通知データに対して付加的に、前記第４のインタ
フェース（５０４）を介して前記少なくとも１つのセンサユニットによって供給されたセ
ンサデータを前記危険の種類に依存して使用し、前記センサデータは、周辺空気の含有ガ
ス測定データ、圧力測定データ、温度測定データ、加速度測定データ及び画像識別データ
のうちの少なくとも一つを含み、当該センサデータに基づいて前記危険の関連性をより正
確に推測し、
　少なくとも一つの前記安全措置を前記危険の種類に依存して、前記記憶ユニット（５２
０）によって供給される前記選択データから選択し、
　前記危険の関連性に依存して、前記安全措置を実施するか否かを判断して当該判断結果
に従って前記安全措置を実施する、
ことを特徴とする制御装置（５００）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　従来技術
　本発明は、独立請求項の上位概念に記載された方法および制御装置に基づく。
【０００２】
　ＤＥ１０２００５００７４６６Ａ１号から、非常呼び出しシステムおよび警報システム
が公知である。このシステムでは、警報通知がテキスト情報の形で衛星システムによって
、位置データとともに車両に伝達される。ここでは付加的に伝達されるデータが、このテ
キスト情報の、その場所における関連性に関する情報を含んでいることが知られている。
このテキスト情報は、位置データ並びにその場所における関連性に依存して車両内に出力
される。
【０００３】
　発明の開示
　発明の利点



(3) JP 5335091 B2 2013.11.6

10

20

30

40

50

　独立請求項の特徴部分に記載された構成を有する本発明の方法は従来技術に対して、次
の利点を有している。すなわち、車両乗員の安全を高めるために実施されるべき安全措置
が、環境影響による危険に関して、車両に対する危険の関連性に依存して選択および実施
される、という利点を有している。ここで安全措置とは、車両内のアクチュエータを駆動
制御することを含んでいる。これは有利である。なぜならこれによって、安全措置を自発
的に講じるための情報が運転者に提供されるという安全措置が実施されるだけでなく、ア
クチュエータの駆動制御が自動的に行われるからである。ここでは危険の関連性は、車両
の受信された位置データ並びに受信された警報通知データに基づいて定められる。
【０００４】
　従属請求項に記載された手段によって、独立請求項に記載された方法を有利に発展およ
び改善することができる。
【０００５】
　本発明の別の実施形態では、位置データおよび警報通知データに対して付加的に、車両
の少なくとも１つのセンサユニットによって供給されたセンサデータに基づいて、危険の
関連性が推測される。これは、センサデータを考慮することによって、危険の関連性をよ
り正確に特定することができる、という利点を有している。
【０００６】
　本発明の別の発展形態では、警報通知データは付加的にクラス分けデータを有している
。このクラス分けデータに基づいて危険の種類が推測される。これは有利である。なぜな
ら、クラス分けデータに基づいて危険の種類が容易に示されることによって、どの種類の
危険に対して、センサデータに基づいて関連性が定められるべきであるのかが示唆される
からである。これによって有利には、危険の種類に依存して、特定のセンサデータが使用
される、または、特定の種類の危険においては、危険の関連性検査にとって重要ではない
特定のセンサデータが除外される。
【０００７】
　本発明の別の実施形態では、安全措置が危険の種類に依存して選択される。これは有利
である。なぜならこれによって、特定の種類の危険において車両乗員の安全を高めるよう
な安全措置が選択されるからである。
【０００８】
　本発明の別の実施形態では、関連性に依存して、車両内のアクチュエータの駆動制御を
含む安全措置が実施されるか否かが判断される。これは有利である。なぜならそのような
安全措置が実施されるべきか否かの検査によって、関連性の観察時に既に、そのような安
全措置が重要であるか否かが判断されるからである。
【０００９】
　本発明の別の実施形態では、安全措置の選択は、クラス分けデータおよび、記憶ユニッ
トによって提供された選択データを使用して行われる。これは有利である。なぜなら、有
利には表である資格認定データおよび選択データに基づいて安全措置が自動的に選択され
ることによって、安全措置が選択データから抜き出されるからである。この際に、データ
伝送によってこれらが車両に伝送される必要はない。
【００１０】
　本発明の別の実施形態では、安全措置の選択は受信された措置データを使用して行われ
る。これは有利である。なぜなら、措置データ、有利には表示ユニットに表示されるべき
データの伝送によって、中央部または調整部のデータに関する安全措置が実施されるから
である。
【００１１】
　並列関係にある請求項では、環境影響による危険に関して、車両乗員の安全を高めるた
めに実施されるべき安全措置を選択するための制御装置が、特許請求されている。この制
御装置は、警報通知データを受信するための第１のインタフェース、並びに車両の位置デ
ータを受信するための第２のインタフェースを有する。さらに、この制御装置は計算ユニ
ットを有しており、この計算ユニットは位置データおよび警報通知データに基づいて、車
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両の危険の関連性を推測する。この制御装置は次のような特徴を有している。すなわち、
計算ユニットが関連性に依存して少なくとも１つの安全措置を実施することで、計算ユニ
ットが第３のインタフェースを介してアクチュエータを駆動制御する、という特徴を有す
る。この制御装置は次のような利点を有している。すなわち、危険の関連性に依存した、
計算ユニットによるアクチュエータの駆動制御によって、車両の部分装置の状態を変える
ことによって車両乗員の安全を高める措置を制御装置が実施するという利点を有している
。
【００１２】
　別の実施形態では、制御装置は車両の少なくとも１つのセンサユニットに対して第４の
インタフェースを有している。この場合には、計算ユニットは位置データおよび警報通知
データに対して付加的に、少なくとも１つのセンサユニットによって供給されたセンサデ
ータに基づいて危険の関連性を推測する。これは有利である。なぜなら、制御装置は、供
給されたセンサデータを考慮することによって、危険の関連性をより確実かつ正確に特定
することができるからである。
【００１３】
　本発明の別の実施形態では、計算ユニットは、警報通知データ内に含まれているクラス
分けデータに基づいて、危険の種類を推測する。これは有利である。なぜなら計算ユニッ
トはクラス分けデータに基づいて特に容易に、自動的に、危険の種類を推測することがで
きるからである。
【００１４】
　本発明の実施例を図示し、以下でより詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明による方法のフローチャート
【図２】本発明による方法の別の実施形態
【図３】本発明による方法の別の実施形態
【図４】本発明による制御機器の実施形態
【実施例】
【００１６】
　本発明の方法は、環境影響による危険に関連して、車両乗員の安全を高めるために実施
されるべき安全措置を選択することに関する。環境影響の危険とは例えば、大暴風、ハリ
ケーン、火災、森林火災、地震、津波、ひょうの嵐、洪水、高潮、雪崩、毒ガス群または
環境による類似の危険である。車両ないしは車両乗員に対する危険の関連性を推測するた
めに、本発明では位置データと警報通知データが用いられる。位置データは例えば、ＧＰ
Ｓ衛星または類似の無線伝送ユニットによって受信される。警報通知データは、例えば中
央部から無線データ通信を介して受信される。無線データ通信には例えば衛星、ＧＳＭ網
、ＵＭＴＳ網または別の伝送網に基づいた伝送方法が適している。警報通知データはここ
で有利には、危険の位置に関するデータ、例えば毒ガス群の位置に関するデータまたは、
危険が存在している領域に関するデータを含んでいる。このような警報通知データによっ
て、警報通知データを車両の位置データと比較して、危険の関連性が推測され、車両に対
する危険が存在しているか否かが判断される。本発明ではこの関連性に依存して、車両内
のアクチュエータの駆動制御を含む、少なくとも１つの安全措置が選択され、実施される
。例えば車両が毒ガス群に近い場合には、毒ガス群の位置ないし拡がりが、警報通知デー
タによって車両ないしは通信ユニットに伝送される。従って、アクチュエータの駆動制御
として例えば、車両内の窓巻き上げ部によって車両の窓が閉められる。アクチュエータの
駆動制御としての別の措置は、例えば、内部空気循環に設定された、車両の換気装置ない
し空調設備の駆動制御である。
【００１７】
　図１は本発明による方法のフローチャートを示している。第１の方法ステップ１０１で
は、警報通知データが受信されるまで待機が行われる。警報通知データを受信すると、第
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１のステップ１０１から第２のステップへと移行する。この第２のステップ１０２では、
受信された位置データおよび受信された警報通知データに基づいて、車両ないし車両乗員
の危険の関連性が推測される。ここでは例えば、環境影響による危険が存在する領域内に
車両が存在しているか否かが確かめられる。関連性を特定した後、第２のステップ１０２
から第３のステップ１０３に移行する。第３のステップでは、関連性に依存して、異なる
別のステップへのフローチャートの分岐が行われる。例えば車両が危険でない領域にある
ので、車両ないし車両乗員が環境影響による危険に晒されていないということを関連性の
検査が示した場合には、第３のステップ１０３から第１のステップ１０１へ戻る。第１の
ステップ１０１では同じように、警報通知データが受信されるまで待機される。第３のス
テップ１０３において、関連性検査が差し迫った危険があることを示すと、第３のステッ
プ１０３から第４のステップへと分岐する。この第４のステップ１０４では、車両内のア
クチュエータの駆動制御を含む、少なくとも１つの安全措置が実施される。
【００１８】
　有利には危険の関連性の特定は付加的に、車両の少なくとも１つのセンサユニットによ
って供給されたセンサデータが使用されることによって行われる。毒ガスの危険の場合に
は、ここで例えば酸素含有率または周辺空気中の他のガスを測定するセンサが、センサデ
ータを供給し、これに基づいて、アクチュエータの駆動制御が必要か否かが推測される。
このアクチュエータは例えば、車両の窓を閉めるための窓巻き上げ部である。センサユニ
ットのセンサデータをこのように考慮することは、同じように、ステップ１０２において
行われる。
【００１９】
　危険の関連性を特定するために使用される別のセンサは有利には圧力センサおよび／ま
たは温度センサである。これによって例えば、生じ得る、突発的な天候急変を検出するこ
とができる。
【００２０】
　付加的に警報通知データはさらにクラス分けデータを有している。このクラス分けデー
タに基づいて危険の種類が推測される。従って、有利には安全措置が危険の種類に依存し
て選択される。クラス分けデータはここで例えば、危険の種々異なるクラスを示すデータ
である。危険の第１のクラスは、例えば空気の塊の激しい運動であり得る。これは例えば
、大暴風、竜巻、ハリケーンまたは激しい悪天候である。危険の別のクラスは、例えば火
災の危険であり、これは例えば、平地火災、森林火災または産業建物の火災である。危険
の次のクラスは例えば、地面の塊の移動、例えば地震である。危険の別のクラスは例えば
、津波、大潮、高潮、または別の形状の浸水である、水の塊による危険である。危険の別
のクラスは例えば、雪の塊によるもの、有利には雪崩である。危険の次のクラスは例えば
、毒ガスまたは放射性物質群の形状の環境災害である。
【００２１】
　図２には、フローチャートが示されている。図２のフローチャートには、図１に示され
た全てのエレメントが同じ参照番号を用いて示されている。図２ではさらに第４のステッ
プ１０４が詳細に示されている。ここでこの第４のステップは第５のステップ１０５を有
しており、この第５のステップではクラス分けデータが評価され、危険の種類に依存して
第１の措置２０２または第２の措置２０２が選択される。すなわち、このクラス分けデー
タに基づいて、どの種類の危険が存在するかが示される。従って、ここから特に容易に第
５のステップ１０５において、所定の種類の危険が存在するときにどの種類の安全措置が
車両ないし車両乗員の安全性を高めるのかが判断される。
【００２２】
　本発明の別の実施形態では、危険の関連性に依存して、車両内のアクチュエータの駆動
制御を含む安全措置が実施されるか否かが判断される。
【００２３】
　ここで例えば、表示ユニットを介した安全示唆の簡単な出力で充分であり、運転者自身
が、車両を相応に案内することによって車両の安全性を高めることができるか、または実
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際にアクチュエータの駆動制御が必要であるかが判断される。これによって２段階の方法
が得られる。第１の段階では情報が出力されるだけであり、第２の段階では情報ないし警
報示唆が出力され、これと並んで車両内のアクチュエータが駆動制御される。危険の関連
性に依存して、アクチュエータの駆動制御が必要であることが推測される場合、第２の段
階が選択される。
【００２４】
　有利には、クラス分けデータを用いて、記憶ユニットによって供給された選択データか
ら安全措置が選択される。この場合には例えば記憶ユニット内に既に、示されるべき警報
示唆が格納される、または、特定の危険クラスに対する、アクチュエータを駆動制御する
ための安全措置の表も格納される。従って、出力されるべき示唆が必ずしも無線伝送を介
して伝送および受信されなければならないのではなく、直接的に記憶ユニットから、クラ
ス分けデータに依存して読み出される。同じように既にクラス分けデータの評価後に即座
に、選択データに基づいて、特定の危険クラスのための選択データにおいて定められてい
る安全措置が選択および実施される。
【００２５】
　図３は、２段階式の警報コンセプトを用いた、本発明による方法の実施例を示している
。ここで図３には、図１のフローチャートの全てのエレメントが、同じ参照番号を用いて
示されている。さらに図３では第４のステップ１０４がより詳細に示されている。第４の
ステップ１０４は、第５のステップ１０５を有している。ここではクラス分けデータに依
存して、危険の種類が推測される。危険の種類に依存して、第５のステップから、第１の
危険クラスに対する第１の段階判断部１１１か、第２の危険クラスに対する第２の段階判
断部１１２へと分岐する。考慮されるべき危険クラスに応じて、各段階判断部が設けられ
る。図３の実施例では、２つの危険クラスにおける区別が可能である。第１の段階判断部
では、第１の種類の危険に対して、危険の関連性に依存して、第１の措置段階３０１へ分
岐するかまたは第２の措置段階へ分岐するかが判断される。車両へ警報示唆を出力するこ
とで充分である場合には、第１の措置段階３０１へと分岐する。従って、第１の措置段階
３０１では、車両への警報示唆の出力のみが行われる。しかし第１の段階判断部１１１で
、車両内のアクチュエータの駆動制御を含む安全措置を実施することが必要であると判断
されると、第１の段階判断部１１１から、第２の措置段階３０２へと分岐する。第２の措
置段階３０２は、車両内のアクチュエータの駆動制御のみを含むか、または付加的に警報
示唆の出力も含む。第５のステップ１０５において第２の危険クラスが存在することが判
断されると、第２の段階判断部１１２へと分岐する。第２の段階判断部１１２においては
、第２の危険クラスの危険の関連性が、第３の措置段階４０１へ分岐するのかまたは第４
の措置段階４０２へ分岐するのかの判断に用いられる。危険の特定の関連性に基づいて、
警報示唆の簡単な出力で充分であることが確認されると、第３の措置段階４０１へと分岐
する。第２の段階判断部１１２において、危険の関連性に基づいて、車両内のアクチュエ
ータが駆動制御される安全措置を実施することが必要であると判断されると、第４の措置
段階４０２へとさらに分岐する。有利には、安全措置の選択は、受信された措置データを
用いて行われる。ここで、受信された措置データとは例えば、調整中央部から送出された
警報示唆または運転者への指示である。このようにして調整センターまたは天災センター
によって、どの種類の示唆または警報指示が車両へ伝送されるのかが措置データに基づい
て設定され、特定の種類の警報示唆ないし情報が生じる。
【００２６】
　この結果、種々のクラスの危険が、アクチュエータの駆動制御を含む相応の安全措置に
よって対処される：
　大暴風、竜巻、ハリケーンまたは激しい悪天候による危険の場合には、有利には、回転
数センサであるが、低いＧの加速度センサでもあるセンサユニットからのセンサデータが
使用される。これによって、車両の振動が生じるのか否かが監視される。さらにビデオセ
ンサであるセンサユニットを使用し、画像識別を介して危険の存在を特定することができ
る。表示ユニットを介して、または別の形状で出力される警報示唆は、運転者への走行指
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示であり、これによって運転者は、できるだけゆっくり走行するまたは車両を停止させる
ことが強制される。警報示唆の別の形状が可能である。このような危険に対するアクチュ
エータの駆動制御の形状として例えばオープンカーの場合には、ロールオーバー保護部な
いしはロールオーバーバーが起動され、対象物が車両の上に落下する場合に、対象物が車
両乗員から遠ざけられる。アクチュエータの別の駆動制御は、例えば中央ロック機構の解
除である。これによって車両乗員の救出時に、ドアを開けて救出することが可能になる。
【００２７】
　平地火災または山火事等の火災による危険クラスの場合には、例えばセンサによって、
周辺空気内の二酸化炭素含有量が閾値を越えているか否かが確認される。アクチュエータ
の駆動制御は例えば、空調装置ないし換気装置を内部空気循環に切り換えることである。
これによってガスが車両内に侵入することが阻止される。
【００２８】
　別の危険クラスとしての地震による危険の場合には、例えば運動センサまたは加速度セ
ンサによって次のことが定められる。すなわち、車両が特定の振動運動の影響を受けてい
るか否かが定められる。アクチュエータの駆動制御はこの場合には有利には、窓の閉鎖、
オープンカー屋根の閉鎖、ロールオーバーバーを起こすことまたは自動ヘッドギアの作動
である。
【００２９】
　ひょう警告の場合には、例えばアクチュエータの駆動制御は、屋根および窓の自動閉鎖
を含む。
【００３０】
　毒ガスまたは放射性空気塊による危険クラスの場合には有利には、アクチュエータの駆
動制御は、屋根または窓の自動閉鎖である。または空調設備を内部空気循環に切り替える
ことである。
【００３１】
　さらなる利点を得るために、上述した実施形態を組み合わせて、本発明のさらなる実施
形態を実現することが同じように可能である。
【００３２】
　本発明による方法の１つの実施形態によって、車両の危険の関連性が、車両内のアクチ
ュエータが駆動制御されるべき程度のものであると定められると、有利にはアクチュエー
タの駆動制御に続いて、データがこの車両から別の車両へまたは中央部へ送信される。こ
こで送出されるデータは、警告、危険に関する表示および／または車両の位置を含む。
【００３３】
　図４は、車両の車両乗員の安全を高めるために実施されるべき安全措置を選択する、本
発明による制御機器を示している。制御機器５００は、警報通知データを受信するための
第１のインタフェース１０１、並びに車両の位置データを受信するための第２のインタフ
ェース５０２を有している。制御機器５００はさらに、計算ユニット５１０を有している
。この計算ユニットは、受信された位置データおよび警報通知データに基づいて、車両の
危険の関連性を推測する。有利にはインタフェース５０１、５０２および計算ユニット５
１０は相互に、データバスシステム５０３を介して接続されており、例えば、計算機シス
テムの内部データバスを介して相互に接続されている。本発明の制御機器は、計算ユニッ
ト５１０が関連性に依存して少なくとも１つの安全措置を次のように実施するという特徴
を有している。すなわち、計算ユニットが第３のインタフェース５０３を介してアクチュ
エータを駆動制御するように実施する。ここで有利には、第３のインタフェース５０３も
制御装置５００の内部バスシステム５３０に接続されている。本発明の別の実施形態では
、制御装置５００は第４のインタフェース５０４を有している。この第４のインタフェー
スを介して制御装置５００は少なくとも１つのセンサユニットと接続される。計算ユニッ
ト５１０は、位置データおよび警報通知データに対して付加的に、少なくとも１つのセン
サユニットによって供給されたセンサデータに基づいて、危険の関連性を推測する。
【００３４】
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　有利には、計算ユニット５１０は、警報通知データ内に含まれているクラス分けデータ
に基づいて、危険の種類を推測する。有利には、制御装置５００はさらに計算機ユニット
５２０を有している。計算機ユニット内には有利には、複数の安全措置が格納されており
、これらは計算ユニット５１０によって呼び出される。さらに、計算機ユニット５２０内
には有利なデータが格納されており、このデータに基づいて、クラス分けデータを使用し
て、どの種類の措置がどのような種類の危険クラスに対して実施されるべきかが判断され
る。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】
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